
 
 
 
 
 
 
 
 
平成１８年５月１０日付で、薬局製剤業務指針の一部が以下のとおり改正されていますので、薬局

製造販売医薬品の製造及び製造販売に当たっては、十分留意すると共にお手持ちの「薬局製剤指針

（第４版）」の差替えを必ず行ってください。 

 

１．削除された１品目 

（１）【２７】血圧降下薬１ 

 

２．処方番号（処方内容）が変更となった３品目 

（１）【２４】抗ヒスタミン薬３－① 

（２）【２６】抗ヒスタミン薬５－① 

（３）【３９】鎮咳去痰薬１２－② 

 

 

 

※ 薬局製剤業務指針（第４版）【差替用】（平成 18 年 05 月 10 日一部改正分）のファイルは、薬

務課ホームページの「薬局製剤の手引き」

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/b02/yakkyokuseizai.html 

からもダウンロードが可能です。 

●検索サイトで、「薬局製剤」のキーワードで検索することも可能です。 

  

薬局製剤業務指針（第４版）【差替用】 

平成 18 年 05 月 10 日一部改正分 

薬局製剤 
























